
 

山梨県内市町村の住宅用太陽光発電に係る助成制度（平成 23 年度） 

 

 

助成制度の概要 
実施自治体 制度名称 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

実施期間 
備考 

（制度 URL、その他） 
担当部署 

(問い合わせ先) 

甲府市 甲府市地球温暖化対策導入促

進奨励金制度 

補助金 自らが居住するために新築し、又は居住する住宅

に機器を設置した者で、次の要件を満たしている

ものに交付する 

①市内に住所を有する個人（市内に自ら居住する

ために住宅を新築する者を含む） 

②市税を完納している者 

③機器の設置日から、3ヶ月以内に申請を行う者 

一律3万円 H21.4.1～  環境保全課 

055(241)4312 

 

富士吉田市 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 市内に住所を有し、自ら居住する住宅であり、市

税を完納していること 

1kW当たり4万円 

上限20万円 

H13.4.1～  環境政策課 

0555(22)0030 

都留市 都留市住宅用自然エネルギー

及び省エネルギー機器設置費

補助金交付事業 

補助金 ・市税等を完納している方で、市内の住宅に自然

エネルギー機器を設置し、又は同機器の設置され

た市内の新築の住宅を購入し、当該住宅に自ら居

住する方 

・太陽光発電システムの場合は、電力需給を開始

している者 

・自然エネルギーを利用した住宅用発電システム

で住宅用の低圧発電線と逆潮流のある系統連結を

していること 

1kW当たり2万円 

上限5万円 

H23.4.1～ http://www.city.tsuru.yamanashi.jp

/forms/info/info.aspx?info_id=2069

6 

政策形成課 

0554(43)1111 

山梨市 山梨市住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金 

補助金 ・市内に住所を有している者 

・電力会社との電力受給契約をした者 

・市税等を完納している者 

1kW当たり2万円 

上限10万円 

H16.4.1～ 

（H23.4.1改正） 

http://www.city.yamanashi.yamanash

i.jp/citizen/guide/garbage/environ

ment/taiyokohatuden.html 

※H23.4.1 の改正により、事後申請か

ら事前申請になりました。 

環境課  

新エネルギー推進

担当 

0553(22)1111 

大月市 大月市住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金 

補助金 市内の方で居住用住宅に太陽光発電システムを設

置した方 

一律5万円 H23.4.1～ http://www.city.otsuki.yamanashi.j

p/kurashi/kankyo/taiyoukou.html 

市民部生活環境課 

0554(23)8025 



 

山梨県内市町村の住宅用太陽光発電に係る助成制度（平成 23 年度） 

 

 

助成制度の概要 
実施自治体 制度名称 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

実施期間 
備考 

（制度 URL、その他） 
担当部署 

(問い合わせ先) 

韮崎市 エコハウス設備設置費補助金 補助金 ①市内に住所を有し、平成22年4月1日以降に自

ら居住する住宅にエコハウス設備を設置し、電力

会社と電気受給契約を平成22年4月1日以降にし

た者 

②市税等を滞納していない者 

一律5万円 H22.4.1～ 

H26.3.31 

http://www.city.nirasaki.lg.jp/art

1351 

市民課 

環境政策担当 

0551(22)1111 

(内線131・132) 

南アルプス市 南アルプス市住宅用太陽エネ

ルギーシステム設置費補助金 

補助金 ・市内に住所を有し、自ら居住する市内の住宅ま

たは新築の住宅に未使用品システムを設置した者 

・市税に未納のない者 

一律5万円 H22.4.1～ （条件） 

・電力会社と電力受給契約 

・設置完了後３ヶ月以内の申請 

・発電量データ等のアンケート協力 

http://www.city.minami-alps.yamana

shi.jp/kurashi/kurasu/kankyou/onda

nka-taisaku/solar-energy-system.ht

ml 

総合政策部 

地球温暖化対策室 

055(282)7409 

北杜市 北杜市住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金 

補助金 ①市内に住民登録を行っている者 

②自ら所有し、居住する市内の住宅（併用住宅を

含む。）に太陽光発電システムを設置した者。ただ

し、共同所有又は同一世帯の家族が所有する住宅

の場合は、所有者全員の同意を得ている場合に限

る。 

③補助金交付申請時において納付すべき納期限の

到来した市税等を完納している者 

④平成18年4月1日以降に、電力会社と電気需給

契約をした者 

⑤以前に当該補助事業による補助金の交付を受け

ていない者 

1kW当たり2.5万円 

上限20万円 

H18.4.1～ http://www.city.hokuto.yamanashi.j

p/hokuto_wdm/html/environment/3350

0234857.html 

生活環境部 

環境課 

地球温暖化対策担

当 

0551(42)1341 



 

山梨県内市町村の住宅用太陽光発電に係る助成制度（平成 23 年度） 

 

 

助成制度の概要 
実施自治体 制度名称 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

実施期間 
備考 

（制度 URL、その他） 
担当部署 

(問い合わせ先) 

笛吹市 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 ・市内に住所を有する者 

・発電システム設置後6 ヶ月以内に補助金の申請

を行う者 

・電力会社と電力受給契約を締結した者 

・市税を完納している者 

1kW当たり3万円 

上限10万円 

H18.4.1～  ごみ減量課 

環境担当 

055(261)2044 

上野原市 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 ①市内に住所を有し、平成23年４月1日以降に自

ら居住する市内の住宅等にシステムを設置又はシ

ステムが設置された建売住宅を購入した者 

②電力会社と電気受給契約を締結した者 

③市税を完納している者 

④過去に当該補助金を受けていない者 

⑤太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が

１０ＫＷ未満のもの 

⑥低圧配電線と逆潮流ありで連携したシステム 

⑦未使用品 

⑧国の補助対象となる太陽光発電システムの機種 

一律3万円 H23.4.1～ http://www.city.uenohara.yamanashi

.jp/oshirase/oshirase.cfm 

生活環境課 

0554(62)3114 

中央市 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 ・自ら居住する市内の住宅にシステムを設置した

者で、市税等を完納している者 

・電力需給契約をした者 

1kW当たり5万円 

上限17万5千円 

H22.4.1～ www.city.chuo.yamanashi.jp 環境課 

環境保全担当 

055(274)8543 

市川三郷町 市川三郷町自然エネルギー有

効活用促進奨励金 

補助金 ・庁内に住所を有し、自ら居住するための住宅に

機器を設置する個人 

・徴税を完納している者 

・機器の設置から6ヶ月以内に申請を行う者 

1kW当たり3万円 

上限12万円 

H22.4.1～ http://www.town.ichikawamisato.yam

anashi.jp/40administration/06seika

tsukankyo/shizenenerugi.html 

生活環境課 

環境衛生係 

055(272)6092 

 

 



 

山梨県内市町村の住宅用太陽光発電に係る助成制度（平成 23 年度） 

 

 

助成制度の概要 
実施自治体 制度名称 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

実施期間 
備考 

（制度 URL、その他） 
担当部署 

(問い合わせ先) 

富士川町 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 ・町内に自ら居住する住宅等にシステムを設置 

・電力受給契約し、同一世帯に町税の滞納者がい

ない者 

1kW当たり2.5万円 

上限 町内在住者7万円 

   転入者15万円 

H15.4.1～  町民生活課 

生活環境担当 

0556(22)7209 

南部町 南部町住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金 

補助金 ・自ら居住する南部町内の住宅に住宅用太陽光発

電システムを設置した者 

・国の太陽光発電設備設置補助を受けた者 

1kW当たり2.5万円 

上限10万円 

H21.4.1～  水道環境課 

0556(66)3407 

昭和町 住宅用太陽光発電システム設

置助成金 

 

補助金 ・発電システムの設置場所が町内で、かつ、町内

に住所を有する者 

・町税等の未納がない者 

・電力需給契約を締結した者 

・過去に助成を受けていない者 

・J-PECが行う住宅用太陽光発電導入支援対策費補

助金交付額決定通知を受けた者 

1kW当たり3万円 

上限12万円 

H18.4.1～ 

(H21.4一部改正) 

http://www.town.showa.yamanashi.jp

/guide/benri.php?id=159 

環境経済課 

055(275)8355 

道志村 エコライフ促進事業 補助金 ・同一世帯に村税等の滞納者がいない者 

・村内に住所を有し、自ら居住する村内の住宅に

施設を設置する者 

・電力会社と電力需要契約を締結したもの 

1kW当たり3万円 

上限10万円 

Ｈ22.4.1～  産業振興課 

0554(52)2114 

鳴沢村 環境対策施設設置補助金 補助金 ・村内に住所を有する者 

・同一世帯に村民税等の滞納者がいない者 

・自ら居住する住宅に設置する者 

設置費用の1/2 

上限10万円 

H3.4.1～  住民課 

生活環境係 

0555(85)2311 

富士河口湖町 住宅用太陽光発電システム設

置費補助金 

補助金 町内に住所を有し、町税を完納している者で電力

需給契約した者 

一律5万円 Ｈ21.4.1～ http://www.town.fujikawaguchiko.lg

.jp/info/info.php?if_id=774&ca_id=

6 

環境課 

0555(72)3169 

18 市町村 

 


